
（平成２２年７月２８日報道資料抜粋）

１．今回のあっせん等の概要

（１）年金記録の訂正の必要があるとのあっせんを実施するもの 4 件

国民年金関係 2 件

厚生年金関係 2 件

（２）年金記録の訂正を不要と判断したもの 4 件

国民年金関係 1 件

厚生年金関係 3 件

年金記録確認宮崎地方第三者委員会分

年金記録に係る苦情のあっせん等について



                      

  

宮崎国民年金 事案 432 

 

第１ 委員会の結論 

  申立人の平成 14 年８月及び同年９月の国民年金保険料については、納付

していたものと認められることから、納付記録を訂正することが必要であ

る。 

   

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 46 年生 

    住    所 ：  

 

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 平成 14 年８月及び同年９月 

平成 14 年の９月か 10 月ごろ、社会保険事務所（当時）から夫婦２人

分の国民年金保険料の納付書が送られてきたが、転職した直後で余裕が

無かったため社会保険事務所に相談し、私の保険料のみ納付した。 

その後、平成 14 年の年末調整の際、保険料控除申告書に国民年金保険

料の領収書２枚を添付し、当時勤務していたＡ事業所に提出したのをは

っきり覚えている。 

平成 14 年分給与所得に対する所得税源泉徴収簿において、申告による

社会保険料の控除分欄に、申立期間当時の国民年金保険料を含む６万

7,400 円が計上されているので、申立期間が未納期間とされていること

に納得がいかない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

全国健康保険協会Ｂ支部からの回答により、申立人は、平成 14 年８月１

日から同年 10 月 11 日まで健康保険任意継続被保険者であり、同年８月及

び同年９月の健康保険料を、それぞれ同年８月７日及び同年９月４日に納

付していることが確認できる上、申立人提出の、平成 14 年分給与所得に対

する所得税源泉徴収簿の「申告による社会保険料の控除分」欄に当該健康

保険任意継続の保険料及び申立期間当時の国民年金保険料のそれぞれ２か

月分の合計額と一致する金額（６万 7,400 円）が記載されていることが確

認できる。 

また、オンラインの記録により、申立人の申立期間に係る国民年金の被

保険者資格取得処理日は、平成 14 年 10 月 21 日であることが確認できると

ともに、申立人は、「申立期間に係る妻の納付書については現在も手元に



                      

  

ある。」としていることから、同年 10 月ごろ、申立人及びその妻に対して、

国民年金保険料の納付書が発行されたものと考えられ、「平成 14 年の９月

か 10 月ごろ、社会保険庁から夫婦２人分の国民年金保険料の納付書が送ら

れてきたが、社会保険事務所に相談し、私の保険料のみ納付した。」とす

る申立内容に不自然さは見られない。 

その他の事情を含めて総合的に判断すると、申立人は、申立期間の国民

年金保険料を納付していたものと認められる。 

 

 

 

 

 

 

  



                      

  

宮崎国民年金 事案 433 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人の平成４年３月の国民年金保険料については、納付していたもの

と認められることから、納付記録を訂正することが必要である。 

   

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男   

    基礎年金番号 ：    

    生 年 月 日 ： 昭和 38 年生  

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 平成４年３月 

    平成４年３月にＡ県からＢ市に転居後、妻が私の国民年金の再加入手

続を行い、同年８月ごろに自宅近くの銀行か郵便局で夫婦二人の保険料

を納付した。 

私の国民年金保険料は常に妻が必ず納付していたので、申立期間につ

いて、妻は納付済みとされているのに私の記録だけが未加入で未納とさ

れていることに納得がいかない。 

        

第３ 委員会の判断の理由 

申立期間は、１か月間と短期間であるとともに、申立人は、国民年金の

加入期間について、申立期間を除き、国民年金保険料をすべて納付してお

り、年金制度に対する理解及び納付意識の高さがうかがえる。 

また、申立人の国民年金保険料を自身の分と一緒に納付したとする申立

人の妻については、国民年金保険料をすべて納付している上、申立期間に

ついて国民年金の第３号被保険者から第１号被保険者への種別変更手続を

適切に行っていることから、申立人の妻が、当該期間について、自身の保

険料を納付しながら申立人の保険料を納付しなかったとは考え難く、夫婦

二人の保険料を一緒に納付したものと考えるのが自然である。 

その他の事情を含めて総合的に判断すると、申立人は、申立期間の国民

年金保険料を納付していたものと認められる。 



                      

  

宮崎厚生年金 事案 415 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人の申立期間に係る標準報酬月額については、申立人が主張する標準報

酬月額であったと認められることから、当該期間のうち平成２年６月から３年

６月までの期間を 14 万 2,000 円に、同年７月から４年２月までの期間を 16

万円に訂正することが必要である。 

なお、事業主は、申立人に係る当該期間の上記訂正後の標準報酬月額に基づ

く厚生年金保険料（訂正前の標準報酬月額に基づく厚生年金保険料を除く。）

を納付する義務を履行していないと認められる。 

   

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

  氏 名 ： 女 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 41年生 

    住 所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 平成２年６月 25日から４年３月１日まで 

    私は、申立期間において、Ａ社に勤務していた。 

給料支払明細書に記載されているとおり、平成２年６月以降の給与は 14

万円で、翌年７月には 16万円に昇給した。 

しかし、標準報酬月額は 11 万 8,000 万円と記録されているので、申立期

間について、実際に支給されていた報酬月額に見合う標準報酬月額に訂正し

てほしい。 

             

第３ 委員会の判断の理由 

申立人は、申立期間の標準報酬月額の相違について申立てているが、厚生年

金保険の保険給付及び保険料の納付の特例等に関する法律に基づき、標準報酬

月額を改定又は決定し、これに基づき記録の訂正及び保険給付が行われるのは、

事業主が源泉控除していたと認められる厚生年金保険料額及び申立人の報酬

月額のそれぞれに見合う標準報酬月額の範囲内であることから、これらの標準

報酬月額のいずれか低い方の額を認定することとなる。 

申立人が提出した平成２年６月から３年６月までの期間の給料支給明細書

によると、申立人が厚生年金保険被保険者の資格を取得した２年６月から３年



                      

  

６月までの期間について、14 万 2,000 円の標準報酬月額に見合う厚生年金保

険料が控除されていたことが確認できる。 

また、申立人は、平成３年８月、同年 11月及び同年 12月、４年２月及び同

年３月の給料支給明細書を保管していないが、３年７月の給料支払明細書によ

ると、申立人の支給額は、16 万円に昇給し、当該支給額（報酬月額）に見合

う厚生年金保険料が控除されたことが確認できるとともに、同年９月及び同年

10月、４年１月の給料支給明細書においても、毎月 16万円の給与が支給され、

当該支給額（報酬月額）に見合う厚生年金保険料が控除されていることが確認

できる上、申立人が長期にわたり休職した等の事情は見当たらないことから判

断すると、申立人が給料支給明細書を保管していない３年８月、同年 11 月及

び同年 12 月、４年２月及び同年３月についても、申立人の給与支給額に変更

は無く、当該支給額（報酬月額）に見合う厚生年金保険料が控除されていたこ

とがうかがえる。 

これらを総合的に判断すると、申立人は、平成２年６月から３年６月までの

期間については 14 万 2,000 円、同年７月から４年２月までの期間については

16 万円の標準報酬月額に基づく厚生年金保険料を事業主により給与から控除

されていたことが認められる。 

なお、申立人に係る保険料の事業主による納付義務の履行については、給料

支給明細書に記載された支給額に見合う標準報酬月額がオンライン記録と長

期に渡って一致していないことから、事業主は、給料支給明細書に記載された

支給額（報酬月額）を届け出ていないものと認められ、その結果、社会保険事

務所（当時）は、当該標準報酬月額に見合う保険料（訂正前の標準報酬月額に

基づく厚生年金保険料を除く。）について納入の告知を行っておらず、事業主

は、当該保険料を納付する義務を履行していないと認められる。 

 

  



                      

  

宮崎厚生年金 事案 416 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間において、その主張する標準賞与額（27 万 5,000 円）

に基づく厚生年金保険料を事業主により賞与から控除されていたことが認め

られることから、申立期間の標準賞与額に係る記録を 27 万 5,000円に訂正す

ることが必要である。 

なお、事業主は、申立人に係る当該標準賞与額に基づく厚生年金保険料を納

付する義務を履行していないと認められる。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 女 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 25年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 平成 17年 12月２日 

申立期間において、事業主であるＡ事業所より支給された賞与から厚生年

金保険料を控除されたが、申立期間の標準賞与額に係る記録が無い。申立期

間について標準賞与額に係る記録を認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   申立人の保管していた賞与支給明細書及びＡ事業所が保有していた平成 17

年 12月分の勤怠支給控除一覧表及び事業主の供述から判断すると、申立人は、

申立期間において、事業主から賞与の支払いを受け、その主張する標準賞与額

（27 万 5,000 円）に基づく厚生年金保険料を事業主により賞与から控除され

ていたことが認められる。 

   なお、申立人に係る保険料の事業主による納付義務の履行については、事業

主は、「申立期間に係る賞与支払届を社会保険事務所（当時）に提出しておら

ず、保険料も納付していない。」と認めていることから、社会保険事務所は、

申立人が主張する標準賞与額に見合う保険料について納入の告知を行ってお

らず、事業主は、申立人に係る当該保険料を納付する義務を履行していないと

認められる。 



                      

  

宮崎国民年金 事案 434 

 

第１ 委員会の結論 

申立人の昭和 50 年 12月から 51 年３月までの国民年金保険料について

は、納付していたものと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 女 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日  ： 昭和 30 年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間  ： 昭和 50 年 12 月から 51 年３月まで 

私は、昭和 50 年 12 月、国民年金の加入年齢に達したので、Ａ市役

所の窓口において、国民年金の加入手続を行い、その場で国民年金手

帳の交付を受け、保険料も納付したと記憶しているが、記録では未納

とされていることに納得がいかない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   申立人は、「国民年金の被保険者資格取得時の昭和 50 年 12 月に、Ａ市

役所で国民年金加入手続を行い、同月分から国民年金保険料を納付した。」

と主張しているが、申立人の国民年金手帳記号番号は、51 年５月 28 日に

払い出されていることが確認でき、それ以前に別の国民年金手帳記号番

号が払い出されていたことをうかがわせる事情も見当たらない。 

また、申立人は、申立期間に係る保険料の納付方法、納付金額等につ

いての記憶は明確でなく、申立人の国民年金手帳記号番号の払出日から、

申立期間の保険料は、過年度保険料として社会保険事務所（当時）又は

金融機関で納付することとなる上、Ａ市では、「当時、当市においては過

年度納付書を発行していない。」としていることから、申立人は、Ａ市役

所で申立期間の国民年金保険料を納付することができなかったものと考

えられる。 

さらに、申立人が申立期間に係る国民年金保険料を納付していたこと

を示す関連資料（家計簿、確定申告書等）は無く、ほかに申立期間の保

険料を納付していたことをうかがわせる周辺事情も見当たらない。 

これら申立内容及びこれまで収集した関連資料、周辺事情を総合的に

判断すると、申立人が申立期間の国民年金保険料を納付していたものと

認めることはできない。 



                      

  

宮崎厚生年金 事案 413（事案 37の再申立て） 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間について、厚生年金保険被保険者として厚生年金保険料

を事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 14年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 42年２月１日から 43年８月まで 

    私は、昭和 41年８月にＡ社に入社し、46年３月に同社を退職したが、厚

生年金保険の被保険者記録を社会保険事務所（当時）に照会したところ、「昭

和 43 年９月に厚生年金保険被保険者の資格を取得した旨記載されており、

申立期間は厚生年金保険に加入していない。」との回答を得た。 

私は、庶務及び経理業務に従事する事務部の総括を担当しており、根拠

資料等は無いものの、申立期間について、私の給与から厚生年金保険料が

控除されていたことに間違いない。 

今回、雇用保険の被保険者記録から、私が、昭和 42 年２月１日から 44

年５月１日までの期間において、Ａ社に在籍していることが確認できたの

で、再度調査の上、申立期間について厚生年金保険の被保険者であったこ

とを認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立期間に係る申立てについては、Ａ社に係る健康保険厚生年金保険被保

険者原票には、申立人について厚生年金保険被保険者資格の取得日が昭和 43

年９月１日と記載されている上、申立人が名前を挙げた当時の同僚４人はい

ずれも、「申立人が昭和 41年８月ごろから、Ａ社に在籍していた。」と供述し

ている一方で、このうち同僚二人が、「Ａ社に採用後、約２年間については社

会保険に加入させてもらえなかった。」、「Ａ社に採用後、約５年間については

社会保険に加入させてもらえなかった。」とそれぞれ供述していることから判

断して、当該事業所では、従業員を採用後すぐに厚生年金保険に加入させて



                      

  

いたとは限らない状況がうかがえること等を理由として、既に当委員会の決

定に基づき平成 20 年５月 21 日付けで年金記録の訂正は必要とまでは言えな

いとする通知が行われている。 

今回、申立人は、保険料控除を示す資料として申立期間に係る雇用保険の

被保険者記録を提出したが、当該雇用保険の被保険者記録では、申立人が、

申立期間中、Ａ社に在籍していたことは確認できるものの、申立期間につい

て厚生年金保険料が給与から控除されていたことを裏付けることはできない

ため、委員会の当初の決定を変更すべき新たな関連資料とは認められず、そ

の他に委員会の当初の決定を変更すべき新たな事情は見当たらないことから、

申立人は、厚生年金保険被保険者として申立期間に係る厚生年金保険料を事

業主により給与から控除されていたことと認めることはできない。 

 

  



                      

  

宮崎厚生年金 事案 414 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間について、厚生年金保険被保険者として厚生年金保険料

を事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 38年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 56年４月 1日から 57年３月 31日まで 

    私は、Ａ事業所に昭和 56年４月１日付けで臨時雇いで採用され、57年４

月１日付けで正職員に登用されたが、臨時雇いの期間について厚生年金保

険の被保険者記録が無い。 

申立期間について、厚生年金保険の被保険者であったことを認めてほし

い。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   雇用保険の被保険者記録から、申立人が、申立期間において、Ａ事業所に勤

務していたことが確認できる。 

しかし、社会保険事務所（当時）が保管する適用事業所名簿から、Ａ事業所

は、昭和 39年 10月２日付けでＢ共済組合に加入し、管掌区分「３」として健

康保険のみの適用となっていること、及び申立事業所は 57 年１月４日に厚生

年金保険の適用事業所に該当しており、申立期間のうち 56年４月１日から 57

年１月３日までの期間は厚生年金保険の適用事業所ではなかったことが確認

できる。 

また、Ａ事業所によると、昭和 56年４月１日に同事業所に採用された者は、

申立人を含めて４人いることが確認できるところ、Ｂ共済組合は、「申立人を

含む４人が昭和 57 年４月１日付けで共済組合員の資格を取得しているが、前

歴報告書には、４人とも厚生年金保険の加入歴は記載されていない。」と供述

している。 

さらに、Ａ事業所に係る健康保険厚生年金保険被保険者名簿では、昭和 57



                      

  

年１月４日から 63 年４月１日までの期間において、厚生年金保険被保険者の

資格を取得したことが確認できる者の中に、56 年４月１日付けで採用となっ

た申立人及び同僚３人の氏名は無く、健康保険整理番号に欠番も無い。 

加えて、申立人と同じ昭和 56 年４月１日付けで採用になったとされる同僚

が提出した「昭和 56年分及び 57年分の給与所得の源泉徴収票」に記載されて

いる「社会保険料等の金額(給与等からの控除分)」を検証したところ、当該金

額は、当時の健康保険料と雇用保険料との合算額とほぼ一致し、厚生年金保険

料は控除されていないことが推認できる。 

なお、年金事務所は、「Ａ事業所が社会保険事務所に提出したとする健康保

険厚生年金保険被保険者資格取得届（確認 56.４.８）及び被保険者資格事項

訂正届（受付 56.６．６）には、『年金手帳の記号』及び『年金手帳の番号』

の記載が無い上、厚生年金保険被保険者台帳記号番号欄には『進達不要』のゴ

ム印が付されていることから、申立人が、厚生年金保険の被保険者ではなかっ

たことは明らかである。当該事業所のように、健康保険のみの適用事業所に該

当する事業所の場合は、厚生年金保険欄を抹消した債権管理簿を使用している

ことから、当該事業所に、申立人の厚生年金保険料について納付督励を行って

いたことは考えられない。」と説明している。 

このほか、申立人の申立期間における厚生年金保険料の控除について、確認

できる関連資料及び周辺事情は見当たらない。 

これらの事実及びこれまでに収集した関連資料等を総合的に判断すると、申

立人が厚生年金保険の被保険者として申立期間に係る厚生年金保険料を事業

主より給与から控除されていたことを認めることはできない。 

 

 

  



                      

  

宮崎厚生年金 事案 417 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人は、申立期間について、厚生年金保険被保険者として厚生年金保険料

を事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 

   

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和３年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 31年 12月から 33年 12月まで 

    私は、昭和 31年 12月にＡ事業所に採用され、工事に従事してきたが、申

立期間について厚生年金保険の被保険者記録が無いことが分かった。 

申立期間について、同社に勤務していたことは間違いないので、厚生年金

保険の被保険者であったことを認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

 Ａ事業所が保管する申立人に係る履歴書により、申立人が昭和 31年 12月に

「＊＊（事業所特有の呼称）」として入社し、33 年 12 月 21 日に準社員とし

て採用されていることが確認できることから、申立人は申立期間において、Ａ

事業所に継続して勤務していたことが認められる。 

しかしながら、申立事業所が作成した被保険者名簿に記載された申立人の厚

生年金保険被保険者資格の取得日は、申立事業所に係る健康保険厚生年金保険

被保険者原票における被保険者資格の取得日と同日の昭和 34 年１月１日であ

ることが確認できる。 

また、Ａ事業所は、「『＊＊』とは、社員として採用されるまでの見習いと

しての期間の呼称であり、当該期間は社会保険の加入は無かったため、給与か

ら保険料控除も行っていなかったと思う。」と供述している。 

さらに、申立事業所に係る健康保険厚生年金保険被保険者原票において、申

立人と同日に厚生年金保険被保険者の資格を取得していることが確認できる

10 人について、当該事業所は、「すべての者が申立人と同日の昭和 33 年 12

月 21 日に採用されている。」と回答しているところ、当該同僚のうち、複数



                      

  

の者は、「当時、Ａ事業所では『＊＊』（事業所特有の呼称）の期間があった。」

と供述していることなどから判断すると、当時、申立事業所では、従業員につ

いて、必ずしも入社と同時に厚生年金保険に加入させていたとは限らない状況

がうかがえる。 

  このほか、申立人の申立期間における厚生年金保険料の控除について確認で

きる関連資料及び周辺事情は見当たらない。 

これらの事実及びこれまでに収集した関連資料等を総合的に判断すると、申

立人が、厚生年金保険被保険者として申立期間に係る厚生年金保険料を事業主

により給与から控除されていたものと認めることはできない。 

 


